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全学年共通「態度評価」について 

京都府立医科大学医学科では、令和 7 年度より全学年を対象とした「態度評価」を実施してい

ます。この評価制度は、皆さん一人ひとりが医学生としての自覚を持ち、医師としてふさわしい

姿勢や行動を身につけることを目的としています。

（１）なぜ「態度評価」を行なうのか？

医師は、専門的な知識や技術を持っているだけではなく、患者さんや医療チーム、社会全体に

対して誠実で責任ある態度を持つことが求められます。大学での学びの中でも、普段の授業への

取り組み方、実習中の態度、チーム活動での協調性、言葉遣いや身だしなみなど、日々の振る舞

いはとても大切です。

そこで本学では、「知識や技術と同じように、態度もきちんと評価し、育てていくべきもの」と

考え、全学共通の評価制度を導入することにしました。これは皆さんの将来にとって大きな意味

を持つだけでなく、今の学修生活をより豊かにするための仕組みでもあります。

（２）どのように評価されるのか？

評価については、次頁掲載の「態度評価表」に沿って、各授業の担当教員が行ないます。評価

項目は、学びに対する姿勢、時間やルールの守り方、他者への配慮、協力性、誠実な態度などを

身につけることを目的として作成されています。評価結果は、できる限り皆さん自身にもフィー

ドバックされるようにし、振り返りや今後の改善に役立てていきます。

（３）学生の皆さんにお願いしたいこと

この態度評価は、皆さんを一方的に評価するものではありません。むしろ、「自分自身の姿を振

り返り、気づきを得るチャンス」として捉えてください。また、分からないことや不安なことが

あれば、遠慮なく担任の先生やメンター、教育センター教員に相談してください。評価の基準等

は、授業や実習の中で説明される場面もありますので、しっかりと内容を理解して、自分の成長

につなげていきましょう。

この取り組みは、皆さんが将来、信頼される医師になるための第一歩です。皆さん一人ひとり

が、日々の学びや実習の中で、自分の姿勢と向き合い、自信を持って次のステージへ進んでいけ

るよう、教職員一同も全力でサポートします。

令和 8 年 4 月 
教育センター長

天谷 文昌
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Ⅲ 医学基盤教育要項

１ 医学基盤教育科目の履修（第１学年） 

(1) 科目及び履修条件

医学基盤教育の科目及び履修条件は、別表Ⅰ「医学基盤教育授業科目一覧表」のとおりであ

る。 

同表に掲げる必要最低単位数(３６．３単位)を修得すれば、第２学年へ進級できる。 

ただし、最小限の単位修得に甘んじることなく、三大学共同化科目を含めてできるだけ多く

の授業科目を履修することが望ましい。  

 別表Ⅰについて、主な注意点を以下に掲げる。 

(ｱ) 第１学年で受講すべき授業科目を記載している。

(ｲ) 必修と記載された科目は、必ず受講し単位を修得すること。

(ｳ) 人文科学及び社会科学区分では、必修科目以外の科目で２．６単位以上修得しなければな

らない。なお、三大学共同化科目の「共同化科目一覧」別表Ⅲ(人間と文化)及び別表Ⅳ(人

間と社会)の科目との合算で合計２．６単位以上でもよい。

(ｴ) 自然科学区分では、入学当初に、応用解析学、近代物理学のいずれかを受講するかを決め

なければならない。

(ｵ) 第２外国語は２．６単位以上修得しなければならない。また、入学当初にドイツ語、フラ

ンス語、スペイン語、中国語、朝鮮韓国語のいずれを受講するかを決めなければならない。

ただし、前期と後期で同じ語学のⅠとⅡを受講する。 

なお、前期で単位を修得できなかった場合は、後期はラテン語(三大学共同化科目)と修得

できなかった語学科目のⅡを受講すること。 

(ｶ) 第１学年修了には、区分別に定める必要単位数合計３４．３単位に加え、別途「共同化科

目一覧(別表Ⅲ～Ｖ)」の科目から２単位以上修得して全体で３６．３単位以上修得しなけれ

ばならない。

(2) 定期試験及び追再試験

(ｱ) 学生は、当該授業科目の講義時間数の６０％以上出席しなければ試験を受けることができ

ない。なお、欠席は傷病等によりやむを得ず欠席した場合なども含まれるので注意を要す

る。

実習(演習、体育を含む。以下同じ)については全て出席しなければ試験を受けることや単

位を修得することができない。ただし、実習については病気や忌引き等のやむをえない理

由があると認められる場合には欠席届をもって出席と認める場合がある。 

(ｲ) 定期試験は、別表Ⅱに掲げる試験実施日程で行う。追再試験も特別の事情がある場合を除

き、別表Ⅱに定める追再試験実施日程で行う。７月に行われる中間試験以外にも、教科に

よりその他の中間試験は随時行われる。

(3) 進級の条件

第１学年末までに医学基盤教育科目の必要最低単位数(３６．３単位)を修得できないと第２学

年へ進級できない。第１学年にとどまった学生は、必修科目については単位修得を認められなか

った授業科目を再履修しなければならない。ただし、人文科学、社会科学、自然科学及び第２外

22



国語の選択必修科目並びに自由選択科目については、進級条件を満たせば、別の科目へ変更する

ことも可とする。 

(4) 三大学教養教育共同化について

平成２６年度より、京都府立医科大学、京都府立大学、京都工芸繊維大学は、以下のとおり

医学基盤教育の一部の科目の共同化を行った。 

(ｱ) 第１学年の共同化科目の授業は、月曜日午後の３、４、５時限目に行う。授業科目は、「科

目一覧(別表Ⅲ～Ⅴ)」に示しており、「時間割表」にしたがって行われる。これらから選ん

で受講する。

(ｲ) 各科目は半期ごと(前期、後期)であり、とくに指示のない限り原則各科目２単位とする。

(ｳ) これらの科目を修得した単位は、原則として卒業及び２学年への進級要件の単位として認め

られる。

(ｴ) 講義は、京都府立大学キャンパス内にある三大学教養教育共同化施設(稲盛記念会館)の共同

化講義室で行う。

(ｵ) 共同化科目は、「２ 共同化科目の履修について」(後掲)に従うため、授業の開始、終了、

振替日、試験日程、休講の取扱基準は、本学独自の講義のそれらとは異なることがあるので

注意すること。
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京都府立医科大学医学部医学科授業科目履修規程 

平 成 2 0 年 ４ 月 １ 日              

   京都府立医科大学規程第6号 

目次 

第１章 総則 

第２章 授業 

第３章 授業科目の履修 

第４章 試験 

第５章 単位未修得者に対する措置 

第６章 休学期間の算定 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規程は、京都府立医科大学学則（平成20年京都府立医科大学規則第１号。以下「学則」と

いう。）第21条第１項及び第２項、第22条、第28条、第30条並びに第32条の規定に基づき、授業科目

の履修等について必要な事項を定めるものとする。 

第２章 授業 

（授業時間） 

第２条 授業時間は、別表１のとおりとする。 

第３章 授業科目の履修 

（授業科目の名称及び単位数） 

第３条 学則第21条に規定する授業科目の名称及び単位数並びに第22条に規定する必要単位数は、別

表２、３及び４のとおりとする。

（選択科目履修の届出） 

第４条 選択科目の履修をしようとするときは、あらかじめ学長に履修届を提出しなければならない。 

（授業科目履修状況の調査） 

第５条 学生の授業科目の履修については、その都度出席を記録する。 

第４章 試験 

（試験期日） 

第６条 定期試験は、原則として授業修了時に行う。 

２ 学則第29条第２項に規定する試験は、随時行うことができる。 

（定期試験のための試験期間） 

第７条 定期試験を行うために、試験期間を設け、この期間中は、原則として通常の授業を行わない。 
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（受験資格） 

第８条 学生は、講義時間数の60パーセント以上出席しなければ、当該授業科目について試験を受ける

ことができず、実習及び演習については、全て出席しなければ、当該実習の単位を修得し、当該授業

科目について試験を受けることができない。ただし、実習に関しては、病気や忌引き等のやむを得な

い理由があると認められる場合には欠席届を以って出席と認める場合がある。 

（臨床医学の授業科目の試験） 

第９条 臨床医学の授業科目（臨床実習、地域医療実習及びCC Basicを除く）の定期試験は、第１次試

験と第２次試験（卒業試験）とに分けて行う。 

２ 第１次試験は、原則として講義終了時に行い、第２次試験は第６学年の後期に行う。 

３ 臨床医学に係る授業科目の単位認定は、第１次試験によって行う。なお、第２次試験は筆答試験と

して実施し、卒業判定の一部として取り扱う。 

４ 第５学年には総合試験形式の進級試験を行う。 

（選択科目の試験） 

第10条 選択科目の定期試験は、第６条第１項の規定にかかわらず休業期間中に行うことができる。 

２ 選択科目の試験を受けようとする者は、試験の公示の日から１週間以内に受験届を提出しなけれ

ばならない。 

３ 選択科目は、試験を実施しないことがある。 

（試験の公示） 

第11条 定期試験、追試験及び再試験の授業科目及び期日は、原則として年度初めに提示するととも

に、各試験の1ヶ月前までに公示する。 

（試験成績の評価） 

第12条 成績の評価は、評点又は評語をもって表し、次の基準により到達目標の達成度に基づいて行な

う。ただし、再試験の評価は60点以下とする。 

評点 評語 認定 評価の基準 

80点以上 優 

合格 

優れている。学修した事象や事柄のかなりについ

て理解し、十分かつ必要な知識を持ち、概念や方

法を適切に使って課題を遂行できる。その理解を

適切に類似または発展した事象に応用する力があ

る。 

70点以上 良 
良好である。学修した事象や事柄を十分理解し、

問題・題材を扱うことができる。 

60点以上 可 

最低限の基準に達している。学修した事象や事柄

をかなり限定的に理解し、問題を基本的なレベル

で扱うことはできるが、より高度な学修へと進む

には更に努力が必要である。 

59点以下 不可 不合格 
最低限の基準に達していない。学修した事象や事

柄の理解が不足している。 

２ 評点をもって表せない特定科目については、合格、不合格をもって表す。 

３ 複数の教室等が担当する授業科目については、教室等ごとに又は合同で試験及び成績の評価を行

う。 

（試験中の不正行為） 

第13条 試験中に不正行為を行った者に対しては、当該学年におけるすべての試験は無効とし、受験資

格を停止するとともに、当該不正行為を行った学年にとどめるものとする。 
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（試験欠席の手続） 

第14条 試験に欠席する学生は、試験欠席願に、病気によるときは医師の診断書を、やむを得ないと認

められる事故による場合は理由書を添えて学長に願い出てその許可を受けなければならない。 

２ 試験欠席願は、原則として、当該授業科目の試験日の前日までに提出するものとし、やむを得ない

理由により、前日までに提出することができない場合は、試験日以後１週間以内に提出しなければな

らない。 

３ 試験に許可なく欠席した者は、その授業科目の次の試験を受けることができない。 

第５章 進級及び卒業要件 

（進級及び卒業要件） 

第15条 各学年の進級及び卒業の認定を受ける者は、次の各号に定める者とする。なお、進級及び卒業

の認定を受けない者は当該学年にとどまり、次年度、原則として全ての科目を再履修する。 

（1） 第１学年末において別表２に定める必要単位数を修得した者

（2） 第２学年末において、基礎医学授業科目（解剖学、生理学、分子医科学、感染病態学（微生物・

医動物学）、免疫学、薬理学、病理学総論及び病理学各論）、教養英語及び総合講義Ⅰの全ての科

目の単位を修得した者

（3） 第３学年末において、臨床医学授業科目（循環器ユニット、呼吸器ユニット、神経ユニット、消

化器ユニット、内科学（ユニット科目除く）、外科学（ユニット科目除く）、整形外科学、産婦人

科学、小児科学、眼科学、皮膚科学、泌尿器科学、耳鼻咽喉科・頭頸部外科学、精神医学、放射線

医学、麻酔科学、感染症学・臨床検査医学（人体病理学を含む）、救急医療学、リハビリテーショ

ン医学、生物統計学、統合授業Ⅱ、総合講義Ⅱ及び医学英語の全ての科目の単位を修得した者

（4） 第４学年末において、社会医学授業科目（保健・予防医学、法医学）、国際医学英語、行動科学

応用、CC Basic、総合医療・地域医療学、臨床実習前OSCE講座、研究配属、総合講義Ⅲについて、

全ての科目の単位を修得し、共用試験（CBT及び臨床実習前OSCE）に合格した者

（5） 第５学年末において、臨床実習（クリニカル・クラークシップⅠ）を修了し、地域医療実習、医

療倫理学、医療統計学及び総合講義Ⅳの全ての科目の単位を修得し、進級試験に合格した者

（6） 第６学年末において、臨床実習（クリニカル・クラークシップⅡ）を修了の上、臨床実習の単位

を修得し、共用試験（臨床実習後OSCE）及び卒業試験に合格するとともに、本学医学科ディプロマ

・ポリシーを満たした者

２ 学則第24条に規定する、他の大学又は短期大学の授業科目の履修に関する単位に関して必要な事

項は、別に定める。 

第６章 休学期間の算定 

（休学期間の算定） 

第16条 休学期間の算定については、休学の期間が通算して１年未満の場合は、学則第34条第３項に定

める休学期間に算入しない。 

附 則 

この規程は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成２１年４月１日から施行する。 
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附 則 

１ この規程は、平成２２年４月１日から施行する。 

２ この規程の施行の際、現に第５学年及び第６学年に在籍している者については、別表中救急医療学

の改正に係る部分については、なお従前の例による。 

附 則 

この規程は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成２５年５月１日から施行する。 

附 則 

１ この規程は、平成３０年４月１日から施行する。 

２ この規程の施行の際、現に第５学年に在籍している者についての第15条に規定する進級の認定を

受ける者は、臨床実習（クリニカル・クラークシップⅠ）、地域医療実習、医療倫理学及び医療統計

学の単位を修得し、臨床医学科目の未修得科目の試験に合格した者とし、次年度以降も同様の進級要

件とする。 

３ この規程の施行の際、現に第６学年に在籍している者についての第15条に規定する進級要件のう

ち、臨床実習（クリニカル・クラークシップⅡ）は臨床実習（クリニカル・クラークシップ）とする。 

  附 則 

１ この規程は、平成３１年４月１日から施行する。 

２ この規程の施行の際、現に第５学年及び第６学年に在籍している者についての第15条に規定する

進級要件は、当該年度に限り従前の例による。 

  附 則 

１ この規程は、令和４年４月１日から施行する。 

２ この規程の施行前に第４学年、第５学年及び第６学年に在籍し、施行の際においても同じ学年に在

籍している者についての第15条に規定する進級要件は、なお従前の例による。 

  附 則 

この規定は、令和５年４月１日から施行する。 

  附 則 

この規定は、令和６年４月１日から施行する。 

附  則 

１ この規程は、令和７年４月１日から施行する。ただし、改正前の第15条第１項第４号の規定のう

ち、医療、研究におけるレギュラトリーサイエンスに関する部分については、改正後の規定を令和６

年４月１日に遡及して適用する。 

２ 令和７年３月31日において第３学年又は第４学年に在籍し、この規程の施行の際においても同じ

学年に在籍している者については、第15条第１項の規定のうち、第３学年にあっては「疼痛・緩和医

療学」とあるのは「麻酔科学」と、第４学年にあっては「総合診療学・地域医療学（臨床実習前OSCE

講座を含む）」とあるのは「総合診療学・地域医療学及び臨床実習前OSCE講座」とそれぞれ読み替え

るものとする。 
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附  則 

１ この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

２ この規程の施行前に第１学年及び第３学年に在籍し、施行の際においては同じ学年に在籍してい

る者についての第15 条に規定する進級要件は、なお従前の例による。 

３ 令和８年３月31日において第２学年に在籍し、この規程の施行の際において第３学年に在籍して

いる者については、第15条第１項に規定する進級要件のうち「病理学各論」においては、なお従前の

例による。 
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別表１ 

終日90分授業の日 

１限目 ８時50分から10時20分まで 

２限目 10時30分から12時まで 

３限目 12時50分から14時20分まで 

４限目 14時30分から16時まで 

５限目 16時10分から17時40分まで 

終日60分授業の日 

１限目 ８時50分から９時50分まで 

２限目 10時から11時まで  

３限目 12時50分から13時50分まで 

４限目 14時から15時まで 

５限目 15時10分から16時10分まで 
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週 計 全体
前期 必修 1 11 1.4

行動科学基礎 後期 必修 1 10 1.3

前期 必修 1 10 1.3

前期 選択 1 15 2

前期 選択 1 15 2

後期 選択 1 15 2

前期 選択 1 10 1.3

前期 選択 1 10 1.3

経営学 前期 選択 1 10 1.3

前期 選択 1 10 1.3

前期 選択 1 15 2

後期 選択 1 15 2

通年 必修 1 17 2.2

通年 必修 1 16 2.1

通年 必修 1 17 2.2

通年 必修 1 17 2.2

物理学実習 前期 必修 5

化学実習 前期 必修 5 1.8
生物学実習 前期 必修 5 (注2)

前期 必修 1 4 0.5

前期 必修 1 9 1.2

後期 必修 1 9 1.2

後期 2 10 1.3

後期 2 10 1.3

共同化科目一覧の別表V(人間と自然)から選択

＜科目によって、授業期間、授業回数、単位数が異なるので注意＞

通年 必修 1 20 2.6

通年 必修 1 20 2.6

前期 1 10 1.3

後期 1 10 1.3

前期 1 10 1.3

後期 1 10 1.3

前期 1 10 1.3

後期 1 10 1.3

前期 1 10 1.3

後期 1 10 1.3

前期 1 10 1.3

後期 1 10 1.3

後期 1 15 2

通年 必修 1 20 1.3

通年 必修 1 4 0.5
通年 必修 1 5 0.6
通年 必修 1 4 0.5
通年 必修 1 10 1.3

後期(３Q) 1 8 1

後期(４Q) 1 8 1

(注1)

(注2)

(注3)

(注4)

(注5)

認知心理学(三大学共同化科目)

医療人類学(三大学共同化科目)

別表２ 医学基盤教育授業科目一覧表

区分 授業科目 授業期間
必修・

選択の別

授業回数
単位数

必要単位数

区分別

現代正義論(三大学共同化科目)

共同化科目一覧の別表Ⅲ(人間と文化)から選択

＜科目によって、授業期間、授業回数、単位数が異なるので注意＞ 2.6単位

社

会

科

学

医史学 以上

医療経済学 (注3)

医療と法

人

文

科

学

生命倫理学 1.4単位

1.3単位

医学哲学 1.3単位

医療と社会(三大学共同化科目)

現代医療の人間観(三大学共同化科目)

共同化科目一覧の別表Ⅳ(人間と社会)から選択

＜科目によって、授業期間、授業回数、単位数が異なるので注意＞

自

然

科

学

数学

物理学

生体分子化学

生物科学

実

習
2

14.7単位

以上

情報リテラシー

生命物理化学 36.3単位

以上

(注7)

現代生命科学

応用解析学
選択必修

いずれか

1.3単位近代物理学

外

国

語

第

１

外

国
語

英語１
5.2単位

英語２

第

２

外

国

語

ドイツ語Ⅰ

選択必修

(注1)

ドイツ語Ⅱ

フランス語Ⅰ

フランス語Ⅱ

スペイン語Ⅰ 2.6単位

スペイン語Ⅱ 以上

中国語Ⅱ

朝鮮韓国語Ⅰ

朝鮮韓国語Ⅱ

ラテン語(三大学共同化科目)

中国語Ⅰ (注4)

体育

早期体験実習Ⅰ

早期体験実習Ⅱ

統合授業Ⅰ

リレー講座（キャリア・人権教育）

(注6、7) 第1学年修了には、区分別に定める必要単位数合計３４．３単位に加え、別途共同化科目を２単位以上修得して全体

で３６．３単位以上修得しなければならない。

1.3単位

3.9単位

選択必修
いずれか

1単位

小　　計

34.3単位

以上

(注6)

医学概論Ⅰ(三大学共同化科目)(注5)

医学概論Ⅱ(三大学共同化科目)(注5)

Ⅰと Ⅱ は同一言語を履修する。

３科目とも単位認定されて１．８単位修得とする。ただし、単位認定は各実習毎に行う。したがって、出席数も各実

習毎にカウントする。

再履修は、単位認定されなかった実習科目のみ行う。

共同化科目一覧の別表Ⅲ(人間と文化)群及び別表Ⅳ(人間と社会)群の科目との合算で合計２．６単位以上でもよい。

ラテン語はⅠに相当し、他の言語Ⅰを修得できなかった場合のみ、その言語Ⅰと読み替える。

共同化科目一覧の別表V(人間と自然)におけるクォータ制科目として、後期３クォーター(3Q)、４クォーター(4Q)に

開講する。

そ

の

他
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別表３ 

医学基盤教育授業科目一覧表（第２学年～第５学年） 

科目名 学年 授業期間 
必修・ 

選択の別 
単位数 

教養英語※1 ２年生 通年 必修 2.5 

医学英語※2 ３年生 通年 必修 2.5 

統合授業Ⅱ ３年生 通年 必修 0.5 

行動科学応用 ４年生 前期 必修 1 

医療倫理学 ５年生 後期 必修 1.5 

医療統計学 ５年生 通年 必修 2.5 

※1  Advanced Presentation ＆ Academic Writing

※2  Basic Medical English

72



別表４ 

専門教育授業科目一覧表 

区分 授 業 科 目 

必修・ 

選択の 

別 

回数 単位 備 考 

基 

礎 

医 

学 

解剖学◎ 必修 140 9.3 

計43.6単位 

（実習を含む） 

生理学◎ 必修 88 7.8 

分子医科学◎ 必修 90 8.1 

感染病態学(微生物・医動物学)◎ 必修 48 4 

免疫学◎ 必修 40 3.7 

薬理学◎ 必修 51 3.9 

病理学◎ 必修 88 7.1 

社会 

医学 

保健・予防医学◎ 必修 69 5.2 計7.2単位 

（実習を含む） 法医学◎ 必修 20 2 

臨 

床 

医 

学 

循環器ユニット◎ 必修 29 1.9 

計36.3単位 

呼吸器ユニット◎ 必修 38 2.6 

神経ユニット◎ 必修 62 4.1 

消化器ユニット◎ 必修 41 2.7 

内科学（ユニット科目除く）◎ 必修 25 2.5 

外科学（ユニット科目除く）◎ 必修 21 2.1 

整形外科学◎ 必修 16 1.6 

産婦人科学◎ 必修 22 2.2 

小児科学◎ 必修 18 1.8 

眼科学◎ 必修 10 1 

皮膚科学◎ 必修 10 1 

泌尿器科学◎ 必修 10 1 

耳鼻咽喉科・頭頸部外科学◎ 必修 10 1 

精神医学◎ 必修 10 1 

放射線医学◎ 必修 11 1.1 

麻酔科学◎ 必修 13 
1.3

感染症学・臨床検査医学◎ 必修 10 1 

救急医療学◎ 必修 10 1 

総合医療・地域医療学◎ 必修 9 0.9 

臨床実習前OSCE講座 必修 24 1.7 

リハビリテーション医学◎ 必修 ８ 0.8 

生物統計学◎ 必修 ８ 0.8 

臨床実習◎ 必修 1440 72 
計73単位

地域医療実習◎ 必修 20 1 

CC Basic◎ 必修 43 3.8 計3.8単位 

そ 

の 

他 

総合講義Ⅰ◎ 必修 8 0.8 

計17.5単位

総合講義Ⅱ◎ 必修 22 2.2 

総合講義Ⅲ◎ 必修 15 1.5 

総合講義Ⅳ◎ 必修 30 ３ 

総合講義Ⅴ◎ 必修 28 2.8 

研究配属◎ 必修 120 6 

国際医学英語(International Medical English) ◎ 必修 12 1.2 

歯科口腔科学◎ 選択 ６ 0.6 

臨床病理セミナー◎ 選択 10 1 

   （注１）このほか、特別講義及びセミナー等を随時開催することができる。 

（注２）◎印の科目は医師等が自らの実務経験を活かし授業（講義、演習、実習等）を行う実務家教員

担当科目である。 
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京都府立医科大学における成績に対する確認に関する要項 

（趣旨） 

第１条 この要項は、京都府立医科大学の学士課程、修士課程、博士課程に在籍する学生（以

下「学生」という。）が履修する全ての科目について、その成績に対する確認に関し必要

な事項を定めるものとする。 

（成績に対する確認） 

第２条 学生は、自身の成績に対して確認すべき事項がある場合は、教育支援課（医学科第

１学年においては教育支援課下鴨事務室。以下同じ。）を通じて、授業担当教員に別に定

める「成績に対する確認書」（以下「確認書」という。）を提出することにより、確認す

ることができるものとする。 

（確認依頼受付期間） 

第３条 前条による確認依頼の受付期間は、成績開示日の翌日から起算して、原則として７

日以内（日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する

休日及び12月29日から翌年１月３日までの日を除く。以下次項及び第４条１項において同

じ。）とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、当該学期に卒業又は修了の判定対象者であり、確認を行おう

とする成績が卒業又は修了の判定に関わる場合及び３月１日以降に開示された成績に対

する確認の場合の受付期間は、成績開示日の翌日から起算して、原則として３日以内とす

る。 

（確認に伴う措置）  

第４条 第２条第１項による確認依頼を受けた授業担当教員は、教育支援課を通じて確認書

を受理した日の翌日から起算して、原則として７日以内に確認結果を回答するものとする。

ただし、前条第２項に規定する場合の確認依頼にあっては、原則として３日以内に確認結

果を回答するものとする。 

２ 前項の回答に当たっては、教育支援課を通じて、当該学生に、「成績確認に対する回答

書」により確認結果を回答するものとする。ただし、授業担当教員の判断により、直接当

該学生に確認結果を回答することができる。この場合において、当該授業担当教員は、回

答内容及び回答日を教育支援課に通知しなければならない。 

３ 第１項の回答に当たっては、授業担当教員は、確認結果に基づき、成績について変更す

る措置を採ることができる。この場合において、授業担当教員は、当該措置の内容及びそ

の理由を記録するとともに、教育支援課に報告しなければならない。 

（雑則） 

第５条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

附 則 

この要項は平成30年４月１日から施行する。 

附 則 

この要項は令和７年４月１日から施行する。 
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京都府立医科大学における成績に対する不服申立てに関する要項 

（目的） 

第１条 この要項は、京都府立医科大学の学士課程、修士課程、博士課程に在籍する学生（以

下「学生」という。）が履修する全ての科目について、その成績に対する不服申立てに関

し必要な事項を定めることにより、成績評価の客観性及び厳格性を確保することを目的と

する。 

(不服申立事由) 

第２条 当該期の自身の成績評価について、次の各号のいずれかに該当する場合に限り不服

を申し立てることができる。 

(1) 成績の誤記入等、明らかに担当教員の誤りであると思われるもの

(2) 授業要項や授業時間内での指示等により周知している成績評価の方法に鑑みて、明ら

かに逸脱した評価であると思われるもの

(3) その他不服申立てを行うにあたり合理的又は客観的な根拠があるもの

（不服申立て） 

第３条 京都府立医科大学における成績に対する確認に関する要項（以下「成績確認要項」

という。）第４条第１項の規定による確認結果に不服がある学生で、その不服に明確な根

拠がある場合には、別に定める「成績に対する不服申立書」（以下「不服申立書」という。）

を医学科においては学生部長、看護学科においては看護学科長、医学研究科においては研

究部長、保健看護学研究科においては保健看護学研究科長（以下「学生部長等」という。）

あてに教育支援課（医学科第１学年においては教育支援課下鴨事務室。以下同じ。）を通

じて提出することにより、不服申立てができるものとする。 

２ 前項の規定に関わらず、当該年度の３月１日以降に開示された成績で進級判定に係るも

のに対しては、成績確認要項第２条に定める確認の手続きを省略し不服申立ての手続きを

行うことができる。 

（不服申立て受付期間） 

第４条 前条による不服申立ての受付期間は、当該学生が成績確認要項第２条による回答を

受理した日（前条第３項にあっては、成績開示日）の翌日から起算して、原則として３日

以内（日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休

日及び12月29日から翌年１月３日までの日を除く。）とする。 

（審査） 

第５条 学生部長等は、第２条による不服申立書を受理した場合は、医学科教育委員会、看

護学科教育委員会、医学研究科教育委員会、保健看護学研究科教育委員会（以下「教育委

員会等」という。）において当該不服申立ての審査を行わせるものとする。 

２ 学生部長等は、不服申立てを受理する事由に該当せず、不服申立てを却下する場合は、

教育支援課を通じて速やかに当該学生に文書により通知するものとする。 

（審査結果の報告及び対応） 

第６条 教育委員会等は、前条第１項に係る審査の結果を、速やかに書面で学生部長等に報

告しなければならない。 
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２ 前項の報告を受けた学生部長等は、教育支援課を通じて、当該学生及び当該授業担当教

員に当該結果を文書により通知する。この場合において、不服申立てを容認する結果であ

った場合は、授業担当教員に成績について変更する措置を行わせるものとする。 

３ 前項の通知は、当該学生又は当該授業担当教員が希望した場合は、電子メールにて通知

することができるものとする。 

４ 不服申立てへの回答に対しての再度の不服申立ては認めないものとする。 

（雑則） 

第７条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

附 則 

この要項は令和７年４月１日から施行する。 
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